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会    議    録 

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 教育総務課 

会議名 

(審議会等名) 
嬉野市立図書館協議会 

開催日時 令和８年２月１９日（木）午前１０時～午前１１時２０分 

開催場所 嬉野市文化センター ２階 談話室 

傍聴の可否 可 ・ 不可 ・一部不可 傍聴者数 ０人  

傍聴不可・一部不可

の場合はその理由 
 

出 席 者 

委 員 
小柳政文委員長、橋本澄子委員、坂本紀美子委員、高島郁子

委員、河納久美子委員、市丸友祐委員、廣川章子委員 

事務局 
教育長、教育部長、教育総務課課長、教育総務課副課長、 

教育総務課職員 

その他  

会議の議題 別紙のとおり 

配布資料 令和７年度第２回嬉野市立図書館協議会資料 

審議等の内容 別紙のとおり 
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審 議 等 の 内 容 

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 教育総務課 

議 題 令和７年度嬉野市立図書館事業報告について 

内 容 事務局より令和７年度の事業報告について説明を行った。 

審議経過 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

１０月１２日開催の秋の音楽おはなし会について。人形劇と記載が

ありますが、どなたがされたのですか。 

司書が個人で人形を手作りしました。内容はブレーメンの音楽隊で

したのでお話にでてくるロバ、ニワトリ、ネコ等の人形を作り棒を

付けて劇をしました。 

しいのみ読書会について。 

塩田図書館で行われているしいのみ読書会、年２回ですが会員さん

が８０代前後の方ばかりで高齢です。昨年は暑さや寒さ等でいろい

ろ事情があり、今年は会員のみなさんのスケジュールが合わず３月

は開催することができなかったため、４月２日に予定をしています。 

塩田でも作られたパネルシアターを嬉野でも共有したらよいのでは

ないでしょうか。塩田図書館で作った作品たちが結構多くあります

が、使わないままになっているので、お互い貸し借りできるように

嬉野市図書館の資料として扱えたら市内の学校でも使えるのではな

いかと思います。せっかく頑張って作っていただいているので、そ

のような利用の仕方をぜひ検討していただきたいです。 

塩田と嬉野でどちらがどのようなものを持っているかを把握すると

いう事でしょうか。 

はい、そうです。 

図書館で作られたパネルシアターなどをみんなで使いまわせたらい

いなと思います。 

小学校では図書館まつりなどもされているので、そのような場でも

共有の品物という形で使えたら楽しいと思います。 

嬉野はパネルシアターなどの貸し出しがほとんどないので鹿島の方

まで出向いて借りてきています。 

図書館での持ち物を貸し出しという形でしていただけたら助かりま

す。 
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事務局 

 

検討してみます。 

 

その他 
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審 議 等 の 内 容 

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 教育総務課 

議 題 令和８年度嬉野市立図書館事業計画並びに行事計画について 

内 容 事務局より令和８年度の事業計画並びに行事計画について説明を行った。 

審議経過 

事務局 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

配本業務については、来年度から新規でチャオシルへの配本を行う

予定です。（通年） 

１月下旬頃から、遠隔地巡回の帰り道に１名の方に本の貸し出しを

行っています。以前、その方が図書館に見えられ、足を痛めて図書

館へ行くことが難しくなった、と相談を受けました。また、議員さ

んから塩田の巡回はどうしているか、と聞かれました。現在、塩田

地区での遠隔地巡回は行っていませんが、体制が整えば巡回地区を

増やしていきたいと考えております。 

絵本作家ちえちひろさんが中心で、絵本カーニバルというイベント

をリバティで開催されました。絵本をたくさん並べ自由に読んだり、

おはなし会等を企画され楽しいイベントでした。ぜひ、ご検討いた

だきたいと思います。 

嬉野市読書活動推進月間のイベントについては、市制２０周年イベ

ントとコラボできればと思います。また、今までよかったものにつ

いては継続していただき様々なことを取り入れていってほしいと思

います。 

 

その他 
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審 議 等 の 内 容 

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 教育総務課 

議 題 
おはなしどんどん（嬉野図書館）の対象者の制限について及び新庁舎建設に伴う

文化センター（嬉野図書館）入口の変更について 

内 容 
事務局よりおはなしどんどん（嬉野図書館）の対象者の制限について及び新庁舎

建設に伴う文化センター（嬉野図書館）入口の変更について説明を行った。 

審議経過 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

おはなしどんどん（嬉野図書館）の対象者の制限について、経緯を

ご説明します。 

昨年 12 月に開催したおはなし会イベント（図書館主催）に参加さ れ

た方であろう方からおはなしどんどんのメンバー宛てに不快な内 容の

メッセージや要望が送られてきました。このことにおはなしど んどん

のメンバーが不安を覚えられたため、昨年の１２月下旬から現在まで

おはなし会は休止させていただいております。おはなしどんどんさ

んから、すぐにでも制限をさせていただけるのであればと相談があ

りましたが、おはなし会は図書館の方から依頼して開催しているた

め、協議会をとおさせてくださいということで議題にあげさせてい

ただきました。この件について、協議会の方で承認いただければと

思います。 

現在、対象年齢はなしとしています。今後はおはなしどんどんのお

はなし会だけでなく、イベントについても年齢制限をかけ、大人に

ついては保護者であることなど明確に表記したいと考えておりま

す。 

この利用者さんの図書館の利用自体は制限をかけておりません。 

この会で承認をいただけるのであれば、おはなしどんどんさんの方

で再度、話をしていただいて、図書館だよりやチラシ等で広報を行

っていきたいと考えています。 

小学生や中学生まで等、具体的に明記し制限を設ける形ででよいと

思います。 

新庁舎建設に伴う文化センター（嬉野図書館）入口の変更について 

説明します。 

今後、新庁舎建設工事の範囲が文化センターの入口まで拡大するこ

とになりました。その関係で現在使用している入口が利用できなく

なります。その代替えとなる入口をどうするか庁舎建設担当と話を
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委員 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

事務局 

 

委員 

事務局 

委員 

 

し、図書館の書庫（北側）を出入口として使用することになりまし

た。 

まだ、現時点では仮囲いや通路化等について建設担当の方から明確

に工程内容を聞いていないため詳細はお答えできません。また、図

書館及び文化センターの入口付近の掘削をするという話も聞いてい

ます。掘削については、強い振動と音が発生することから、図書館

を運営できるだろうかという課題もでてきています。もしかすると、

嬉野図書館を臨時休館する可能性があります。 

また、裏の入口につきまして、利用者の方が利用しやすいようにス

ロープの設置等を検討しましたが、スロープについては書庫の出入

口階段の傾斜がきつく設置は困難とのことでした 

階段部分に手すりなどを付ける予定はありますか。 

特に手すり等の工事はありません。 

足が不自由な方などのためにもできれば設置していただきたいで

す。 

それについては、資料にも記載してますが、勾配がきつくスロープ

は作れないということでしたので、呼び出しボタンを設置して職員

が対応する形でと庁舎建設側からお願いされております。 

わかりました。もしよければ図書館だより等でお知らせしてもらえ

たらと思います。 

それにつきましては、市のホームページや図書館だより等で周知予

定です。 

現在、車いすで来られている方はいらっしゃいますか。 

時々いらっしゃいます。 

バリアフリー化として、呼び出しボタンがあれば車いすの方でも利

用できるのでいいと思います。 

詳細が決定次第、書庫の出入口の図面やルートをもう少し分かりや

すくしていたければと思います。 

その他 

 

 


